
五島市HEMS導入・再エネ電力促進事業業務 審査要領 

 

 

１．審査員 

 ① 総務企画部長を委員長とする選定委員会を設置し、審査を行う。 

 ② 委員は、未来創造課長、未来創造課長補佐、未来創造課ゼロカーボンシティ推

進班係長２名、未来創造課 DX推進班係長とし、委員５名で審査する。 

 

２．審査方法 

  提出書類による書類審査及び担当者プレゼンテーションによる面接審査 

 

３．審査項目及び配点 

  別表（審査基準表）のとおり 

 

４．合否の判定 

  基準点（６０点×採点者数）を満たしている者のうち、上位の者を候補者として

選定する。 

  なお、点数が同数となった場合は、選定委員会での協議で決定する。 

 

５．審査基準点 

  各審査項目における審査基準点は次のとおりとする。 

項     目 
審査基準点 

配点５点 配点１０点 配点２０点 

大いに必要・大いに可能・大いに

期待できる・非常に良い 
５ １０ ２０ 

必要・可能・期待できる・良い ４ ８ １６ 

普通 ３ ６ １２ 

やや不十分 ２ ４ ８ 

不十分 １ ２ ４ 

 

 

 


